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件   名 環境基本計画の体系（案）について 

所管部課名 環境部環境政策課 

 環境基本計画の体系について、施策群を見直し、新たに環境基本計画に兼

ねる計画等を整理した。現行計画との対比及び見直しの理由等は２～４ペー

ジのとおり。 

今後、施策群ごとの目標や指標を整理していく。 

１ 見直しをした施策群 

（１）柱１ 地球温暖化・エネルギー対策 

   １－２ 低炭素なエネルギーの利用拡大 

   １－３ ＣＯ２吸収量の増大と気候変動の影響への適応 

（２）柱２ 循環型社会の構築 

   ２－１ 廃棄物減量の推進 

   ２－２ 持続可能な資源利用への転換 

   ２－３ 廃棄物の適正処理 

（３）柱４ 自然環境・生物多様性の保全 

   ４－１ 自然や生物とふれあう機会の提供 

   ４－２ 生物多様性への理解と取組みの推進 

   ４－３ 多様な生物が暮らす自然環境の保全と創出 

（４）柱５ 学びと行動のしくみづくり 

   ５－１ 環境情報の発信と環境意識の向上 

   ５－２ 環境学習の推進と人材育成 

２ 新たに環境基本計画に兼ねる計画等  

（１）気候変動適応法に基づく（仮）足立区における気候変動の影響に備え

る計画 

（２）食品ロス削減推進法に基づく（仮）足立区食品ロス削減計画 

（３）（仮）足立区プラスチックごみ削減方針  
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現行計画の施策群 見直し案の施策群 見直しの理由等 

柱 1 地球温暖化・エネルギー対策 

1-1 エネルギーの効率的な

利用 

1-1 エネルギーの効率的な

利用 

（変更なし） 

1-2 低炭素なエネルギーの

利用拡大 

1-2 再生可能エネルギーの

利用拡大 

脱炭素に向け、発電時に二

酸化炭素を排出しない再生

可能エネルギーの拡大を明

確化するため 

1-3 ＣＯ２吸収量の増大と

気候変動の影響への適

応 

1-3 二酸化炭素吸収量を増

やす取組みの推進 

旧 1-3 から二酸化炭素削減

につながる分を分離 

1-4 気候変動による被害の

回避・軽減 

旧 1-3 から気候変動の影響

への備えについて分離 

※ 柱１を地球温暖化対策

推進法に基づく足立区

地球温暖化対策実行計

画に位置付け 

※ 1-1、1-2、1-3 を地球温

暖化対策推進法に基づ

く足立区地球温暖化対

策実行計画に位置付け 

柱１のうち、二酸化炭素削

減につながる施策群を足立

区地球温暖化対策実行計画

に位置付け 

※ 1-4 を気候変動適応法に

基づく（仮）足立区にお

ける気候変動の影響に

備える計画に位置付け 

気候変動適応法が制定さ

れ、新たに気候変動の影響

に備える計画の策定が努力

義務となったため 
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現行計画の施策群 見直し案の施策群 見直しの理由等 

柱２ 循環型社会の構築 

2-1 廃棄物減量の推進 2-1 リデュースとリユース

の推進 

柱 2を廃棄物の流れに沿っ

て整理した。2-１は廃棄前

の段階として、なるべくご

みを出さないことを施策群

とした。 

2-2 持続可能な資源利用へ

の転換 

2-2 廃棄物の適正な排出と

処理 

2-2 は廃棄時の段階として、

適正に排出することと、廃

棄物を効率的に処理するこ

とを施策群とした。 

2-3 廃棄物の適正処理 2-3 持続可能な資源利用へ

の転換 

2-3 は収集後の段階として、

収集した廃棄物をなるべく

資源化することを施策群と

した。 

 ※ 柱２のうち、食品の廃

棄に関することは食品

ロス削減推進法に基づ

く（仮）足立区食品ロ

ス削減計画に位置付け 

食品ロス削減推進法が制定

され、計画策定が努力義務

となったため 

 ※ 柱２のうち、使い捨て

プラスチックに関する

ことは（仮）足立区プ

ラスチックごみ削減方

針に位置付け 

プラスチックごみ問題が世

界的な課題となっている

中、区としての削減の方針

を定めるため 

柱３ 安全・安心で快適なくらしの確保  

3-1 生活環境の保全と公害

対策の推進 

3-1 生活環境の保全と公害

対策の推進 

（変更なし） 

3-2 快適で美しいまちづく

り 

3-2 快適で美しいまちづく

り 

（変更なし） 
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現行計画の施策群 見直し案の施策群 見直しの理由等 

柱４ 自然環境・生物多様性の保全 

4-1 自然や生物とふれあう

機会の提供 

4-1 自然や生物に対する理

解の促進 

ふれあいの機会を提供する

中で生物多様性の理解促進

を図る方が望ましいため、

施策群を統合した 

4-2 生物多様性への理解と

取組みの推進 

4-3 多様な生物が暮らす自

然環境の保全と創出 

4-2 自然環境の保全と創出 「多様な生物が暮らす」は

具体的に把握することが難

しいため削除した 

※ 柱４を生物多様性基本法

に基づく、足立区生物多

様性地域戦略に位置付け 

※ 柱４を生物多様性基本法

に基づく、足立区生物多

様性地域戦略に位置付け 

（変更なし） 

柱５ 学びと行動のしくみづくり 

5-1 環境情報の発信と環境

意識の向上 

5-1 環境意識の向上と行動

する人材の育成 

情報発信と環境学習を通じ

て環境意識を向上させるこ

とが望ましいため、施策群

を統合した 

5-2 環境学習の推進と人材

育成 

5-3 環境保全活動の拡大  5-2 環境保全活動の拡大  （変更なし） 

※ 柱５を環境教育等促進法

に基づく、足立区環境教

育等行動計画に位置付け 

※ 柱５を環境教育等促進法

に基づく、足立区環境教

育等行動計画に位置付け 

（変更なし） 
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件   名 食品ロスの発生量推計及び目標設定の考え方について 

所管部課名 環境部ごみ減量推進課 

 
 食品ロス発生量の推計方法を整理したので、以下のとおり示す。 

１ 日本の食品ロスの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：農林水産省食料産業局「食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」 

 

２ 食品ロス量の推計方法 

（１）家庭系食品ロス量の推計方法 

   燃やすごみの量に区組成調査の食品ロス（直接廃棄および食べ残しの量）

の割合を乗じて推計する。 

ごみ量（１２６，１７０ｔ）×食品ロス割合（６．２％）≒７，８２２ｔ 

（２０１９年度推計） 

（２）事業系食品ロス量の推計方法 

Ａ案 国が公表する食品ロス量を用いて、推計する方法 

   国の食品ロス量 × 区内食品関連事業所の従業員数の対全国比 

Ｂ案 足立区のごみ量を用いて、推計する方法 

   燃やすごみ（区算出） × 食品ロスの組成割合 

Ｃ案 事業者に対し、独自に調査を実施する方法 

事業者より食品ロス量または割合のアンケートを行う。 

区内全体の事業系食品ロスを把握するにあたり、調査の精度やコスト、実

現性の観点から３案を評価した（表１）。 
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  表１ ３案の評価    

 Ａ案 Ｂ案 Ｃ案 

調査の精度 △ △ △ 

コスト ○ × × 

実現性 ○ △ × 

 表２ 推計方法の比較  

Ａ案 国の食品ロス等を用いる  

   国の食品ロス量 × 区内食品関連事業所の従業員数の対全国比 

評価 精度に課題があるが、定期的に集計を行うことが可能。 

課題 ・ 毎年、国の食品ロス量は２年遅れ（※１）で発表される。 

・ 経済センサス調査は２～３年毎に行われる（※２）た

め、足立区の按分となる事業規模は毎年更新されない。 

・ 推計した食品ロス量に足立区の事業者規模を掛け合わ

せた数値となり、精度に課題がある。 

Ｂ案 足立区のごみ量を用いる  

   燃やすごみ（区算出） × 食品ロスの組成割合 

評価 区全体の食品ロス量が把握できない。また、調査するために

新たなコストがかかる。 

課題 ・ 区の産業廃棄物量の特定が困難であるため、区全体の

食品ロス量を把握することができない。 

・ 事業者による持ち込みごみ等の組成調査を新たに行う

必要があり、費用、時間がかかる。 

Ｃ案 事業者に対する調査  

   アンケート等による食品ロス量または割合等の調査 

評価 調査に際して事業者の十分な理解と協力を得ることが不可

欠であり、実現性や調査の精度に課題がある。 

課題 ・ 調査にあたり、事業者と定義や算出方法等の共通認識

を持ち、正確な数字を得ることは難しい。 

・ 定期的な調査を行うことは、事業者にとって負担とな

り協力を得ることが困難である。 

  ※１ 今年度、2017 年度（平成 29 年度）の実績が発表された。 

  ※２ 経済センサス基礎調査（2009 年、2014 年、2019 年）と、活動調査（2012

年、2016 年、2021 年予定）は交互に実施されている。 

 表１、２を勘案し、Ａ案により事業系食品ロスの推計を行いたい。 
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（３）足立区の事業系食品ロス量の推計 

   国の食品ロス量（２０１７年度）をもとに事業系食品ロス量を推計した。 

 表３ 全国の従業者数をもとにした足立区の食品ロス量（推計） 

産業中分類（食品関連） 
全国 足立区 

従業者数 食品ロス量 従業者数 食品ロス量 

食品製造業数 1,291,141 121 万 t 2,630 2,465ｔ 

飲食料品卸売業 788,766 16 万 t 4,340 880ｔ 

飲食料品小売業 3,100,252 64 万 t 14,511 2,996ｔ 

飲食店 4,120,279 127 万 t 19,361 5,968ｔ 

合計 9,300,438 328 万 t 40,842 12,308ｔ 

   ※ 足立区は小規模事業所が多いため、規模を示す従業員数で算出する。 

   ※ 端数処理のため、合計が一致しない場合がある。 

   ※ 従業員数は経済センサス活動調査(2016 年 6月 1日時点)による。 

３ 食品ロス削減目標の設定について 

  足立区内の食品ロス量について、家庭系は７，８２２ｔ（２０１９年度）、

事業系は、１２，３０８ｔ（２０１７年度）と推計されるが、国や東京都の目

標設定等を踏まえ、区の目標設定の考え方は以下のとおりである。 

（１）国および東京都の食品ロス削減目標 

   ２０３０年度に２０００年度比で半減する。 

（２）足立区基本計画の指標 

家庭系の燃やすごみに含まれる未利用食品の割合を２０２４年度に２.

７６％に減らすこととした。この数値は、２０１４年の未利用食品の割合

(３．５％)を基準とし、国や都と同様に２０３０年までに半減することを想

定し、２０２４年の目標値を設定した。 

（３）他自治体では、目標設定について、以下のとおり検討中である。 

表４ 他自治体の目標設定例 

長崎県 2025 年度までに 2019 年度比で、家庭系及び事業系一般廃棄物

の食品ロスを 1 人 1 日当たり 10％削減、産業廃棄物の食品ロ

スを国の削減計画に準じ 8％削減を目指す。 

（長崎県食品ロス削減推進計画 検討案） 

文京区 家庭から排出された区民1人1日当たりの食品ロスの量を2019

年度比で 2025 年度までに 10％、2030 年度までに 20％削減し、

事業系食品ロスも、国や都と協力し、同程度の削減を目指す。

（文京区食品ロス削減推進計画 検討案） 

台東区 家庭から排出された区民1人1日当たりの食品ロスの量を2019

年度比で 2030 年度までに半減を目指す。 

（台東区一般廃棄物処理基本計画 検討案） 
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件   名 夏の気温の将来予測について 

所管部課名 環境部環境政策課 

  前回の環境審議会で足立区周辺の雨量の将来予測を報告した。今回は、夏の気

温予測結果がまとまったので、その概要を報告する。 

１ 予測の方法 

 文部科学省の気候変動リスク情報創生プログラムにより作成された「地球

温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース」を用いて、２℃昇

温、４℃昇温のケースを予測した。 

２ 夏の気温の予測 

（１）予測結果 

   足立区周辺と東京アメダスに大きな差異はなかった。 

（２）最高気温が４０℃以上になる日の日数 

   ２℃昇温のケースでは年間０.１日、４℃昇温のケースでは年間１.３日

最高気温が４０℃以上になる可能性が示された。 

（３）真夏日（日最高気温が３０℃以上）の日数 

   年間の真夏日日数は、現状に比べ、２℃昇温の場合は約１.４倍、４℃昇

温の場合は約２倍となる。４℃昇温のケースでは、４月、１１月にも真夏日

になる可能性が示された。 

 現状平年値 2020 年実績 ２℃昇温 ４℃昇温 

４月 記録なし 記録なし 0.0 日 0.6 日 

５月 0.3 日 記録なし 1.1 日 4.6 日 

６月 2.5 日 7 日 5.5 日 12.0 日 

７月 14.7 日 7 日 19.0 日 24.2 日 

８月 21.6 日 30 日 25.5 日 29.0 日 

９月 7.0 日 10 日 11.9 日 19.4 日 

１０月 0.1 日 記録なし 0.5 日 3.4 日 

１１月 記録なし 記録なし 0.0 日 0.1 日 

年間計 46.1 日 54 日 63.6 日 93.3 日 

   端数処理のため、合計が一致しない場合がある。 
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（４）猛暑日（日最高気温が３５℃以上）の日数 

   年間の猛暑日日数は、現状に比べ、２℃昇温の場合は約５倍、４℃昇温の 

場合は約１６.２倍となる。４℃昇温のケースでは、５月、１０月にも猛暑

日になる可能性が示された。 

 現状平年値 2020 年実績 ２℃昇温 ４℃昇温 

５月 記録なし 記録なし 0.0 日 0.1 日 

６月 記録なし 記録なし 0.2 日 1.1 日 

７月 0.6 日 記録なし 3.5 日 11.1 日 

８月 1.4 日 11 日 6.7 日 18.2 日 

９月 0.2 日 1 日 1.0 日 5.0 日 

１０月 記録なし 記録なし 0.0 日 0.1 日 

年間計 2.2 日 12 日 11.4 日 35.6 日 

   

（５）熱帯夜（日最低気温が２５℃以上）の日数 

   年間の熱帯夜日数は、現状に比べ、２℃昇温の場合は約２.２倍、４℃昇 

温の場合は約３.６倍となる。４℃昇温のケースでは、５月、１０月にも猛 

暑日になる可能性が示された。 

 現状平年値 2020 年実績 ２℃昇温 ４℃昇温 

５月 記録なし 記録なし 0.0 日 0.2 日 

６月 0.2 日 記録なし 1.4 日 5.0 日 

７月 6.4 日 1 日 14.1 日 22.2 日 

８月 11.8 日 19 日 22.2 日 29.1 日 

９月 2.1 日 7 日 6.6 日 16.9 日 

１０月 記録なし 記録なし 0.0 日 1.0 日 

年間計 20.6 日 27 日 44.3 日 74.4 日 
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件   名 足立区における二酸化炭素排出量のゼロ宣言について 

所管部課名 環境部環境政策課 

 足立区における２０５０年の二酸化炭素排出量実質ゼロ宣言（以下ゼロ宣言

という。）について、現状と今後の予定を報告する。 

１ これまでの経緯   

2020年 9月 25日 区議会第三回定例会でゼロ宣言に関する質問に対し、

環境審議会で意見を伺う旨、答弁した。 

11 月 4 日 環境審議会で、区もゼロ宣言することが望ましいとの

意見をいただいた。 

12 月 2 日 区議会第四回定例会で、区民や事業者等オール足立で

取り組んでいく意志を示すため、議会と共同でのゼロ

宣言に向けて調整することを答弁した。 

２ 現状 

 １２月２１日現在、全国の１９８自治体が２０５０年の二酸化炭素排出量

実質ゼロを表明し、環境省ホームページで公表されている。都内では、東京

都、葛飾区、多摩市、世田谷区の順に表明している。 

  議会で議決したケースは、多摩市、神奈川県相模原市、宮崎県串間市の例

があり、首長と議長が連名で表明したケースは多摩市、長野県佐久市の事例

がある。 

３ 宣言の内容 

 地球温暖化の深刻な影響が生じている「気候非常事態」であることを踏ま

え、これまでの取組みをさらに進め、オール足立の力を結集し、２０５０年ま

でに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すことを宣言する。 

４ 今後の予定等 

  足立区議会の議決すべき事件を定める条例第２条第２号に定める「区とし

ての基本的な方向性を定める宣言」と位置づけ、２月１９日から開催される

令和３年第１回足立区議会定例会に議案として提出する。 
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件   名 クビアカツヤカミキリの調査結果について 

所管部課名 環境部環境政策課 

 １ 調査概要 

（１）調査期間 

１０月２３日（金）から１１月１３日（金） 

（２）調査対象 

区管理施設のサクラ・ウメ・スモモ・ハナモモ 

（国・都等の関係機関についても情報提供及び被害状況を照会） 

（３）調査方法 

フラス（幼虫が木を食べた痕跡）の有無を確認 

 

２ 調査結果 （１１ページ参照） 

（１）調査本数 

約１０，８００本 

（２）被害総数 

   ５本 

   （花畑地域のみにとどまった） 

 

３ 調査後の対応 

（１）専門家への相談 

国立研究開発法人森林総合研究

所・加賀谷博士と今後の対応方針について相談した。また、調査で採取した

フラスの鑑定を依頼した。  

（２）被害木への処理 

被害が拡大しないよう、専門家と協議し適切に対処していく。 

         

４ 区民への周知 

あだち広報１１月２５日号、ホームページ・ＳＮＳおよび区長ブログ（区 

長のあだちな毎日）で周知した。 

※ クビアカツヤカミキリの活動が活発化する５月頃に改めて周知を行う。 

 

 

       

令和２年度第４回足立区環境審議会資料 

報告事項２ 

 オス    メス 



10/23～11/13 足立区クビアカツヤカミキリ緊急調査結果

都営住宅花畑第4アパート
9/30調査で9本に被害確認、
都住宅政策本部により伐採済

元蛇橋公園
3本被害確認

★★
★

桑袋記念公園
1本被害確認

桑袋ビオトープ公園
1本被害確認
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件   名 環境基金助成の募集について 

所管部課名 環境部環境政策課 

  令和３年度の環境基金助成を以下のとおり募集するので報告する。 

１ 募集期間 

  令和３年１月２５日（月）から３月１日（月）まで 

２ 対象者 

区民、区内事業者・団体、助成活動を区内で実施する区外事業者・団体 

３ 環境基金助成の対象となる環境貢献活動 

 次の要件を満たし、新たに取組む活動又はすでに実施している活動を拡充す

る活動   

（１）良好な環境の維持や回復、又はより良好な環境づくりにつながる活動 

（２）より多くの主体の行動とその行動の広がりを誘導する活動 

４ 助成の種類と審査方法 

（１）ファーストステップ助成 

   新たな活動のきっかけづくり等を支援するもの。環境基金審査会における

書類審査のみ、上限２０万円 

（２）一般助成 

環境基金審査会に申請者が出席し、プレゼンテーションと質疑応答で審査、

上限１０００万円 

５ 周知方法 

  あだち広報１月２５日号、足立区ホームページ、ＳＮＳ 

大学や各種団体等への情報提供 

６ 環境基金審査会の開催日 

  令和３年３月２４日（水） 

７ 交付・不交付決定と活動の開始 

環境基金審査会の審査結果を踏まえ、令和３年４月に交付・不交付を決定

し、通知する。活動は交付決定日以降の開始となる。  

８ 今後の方針等 

  募集時には、令和３年度予算の成立が前提となることを明確に示す。 

第二期の募集を５月頃に行う予定である。     

令和２年度第４回足立区環境審議会資料 
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件   名 「あだちＳＤＧｓ映画会」の開催について 

所管部課名 環境部環境政策課 

  標記の映画会の開催について、報告する。 

１ 目的 

新型コロナウイルスの影響で中止となった地球環境フェア２０２０に代えて

区民に気候変動等の環境問題を啓発する。 

２ 主なターゲット   

環境問題に関心のある区民、映画を愛好する区民 

３ 開催日時・場所   

（１）令和３年１月１０日（日）東京芸術センター天空劇場 

（２）令和３年１月１１日（祝）竹の塚地域学習センター 

４ 内容   

環境問題を題材とした映画を１日４本上映（無料） 

５ 周知方法 

  あだち広報、ホームページ、ＳＮＳ、チラシ 

６ 上映作品候補 

（１）「地球との約束」３０分  アニメ・小学生対象 環境省提供 

（２）「私たちの未来」３０分  アニメ・中高生対象 環境省提供 

（３）「シーズンズ」 ９７分  ネイチャードキュメンタリー  

（４）「海獣の子供」１１１分  アニメ ファンタジー 

７ 感染症対策 

（１）事前申込制 

（２）定員制限（席間確保）  

１月１０日：２００人／回、１月１１日：１５０人／回 

（３）会場入口にて検温の実施 

（４）入退館時の手指の消毒 

（５）上映と上映の間に換気・消毒の実施 

（６）鑑賞中もマスク着用 

    

 

 

 

 

令和２年度第４回足立区環境審議会資料 

報告事項４ 



15 
 

 

件   名 パネル展示「きれいになった綾瀬川の今」の実施について 

所管部課名 環境部生活環境保全課、環境政策課 

 区の水質調査結果を踏まえ、昭和４０年代後半と比べて大幅に水質が改善され

た綾瀬川の今の姿を広く区民に周知するために以下のとおりパネル展示を行う。 

１ 日時・場所 

（１）日時 令和３年１月１８日（月）から２２日（金）まで 

（２）場所 本庁舎１階アトリウム 

２ 展示内容 

以下の５つのコーナーで構成 

（１）浄化への取り組み（綾瀬川の過去） 

足立区が周辺の流域自治体に呼びかけ昭和５１年に結成した「綾瀬川浄化

対策協議会」や昭和６１年に国が組織した「綾瀬川清流ルネッサンス」の取

り組みを紹介 

（２）水質の変化（綾瀬川の今）  

水の汚れの経年変化を展示 

（川を汚さないための環境啓発等のビデオを放映） 

（３）綾瀬川の生物（綾瀬川の今２） 

生物調査結果を紹介 

（綾瀬川に生息している魚・水生生物などについて） 

（４）綾瀬川景観の変遷（綾瀬川の昔と今） 

護岸整備が進んでいる綾瀬川の風景の変化を紹介 

（５）美化推進（つなごうきれいな綾瀬川） 

綾瀬川付近の美化推進のため、落書き防止の取り組みや、不法投棄通 

報協力員の活動を紹介 

３ 同時開催 

  不法投棄通報協力員３，０００人達成記念キャンペーンも兼ねた募集活動

をあわせて実施する。 
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